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第４章　安全で良好な生活環境の確保

１　安全な大気環境の保全

１　大気環境の現状
①　大気環境の監視体制
ア　大気汚染常時監視システム

県では、大気汚染防止法第２２条の規定に基づ
き、宮城県内の大気環境基準の適合状況や高濃
度汚染の把握のため、国や仙台市、石巻市とと
もに大気汚染の常時監視を行っています。平成
２１年度末現在で、一般環境大気測定局２８局、自
動車排出ガス測定局１０局、特定項目測定局２
局、大規模発生源監視局１０局において、二酸化
硫黄、光化学オキシダントなどの大気汚染物質

を自動測定しています。その結果はテレメータ
システムにより保健環境センターに送信され２４
時間常時監視するとともに、ＷＥＢ上にリアル
タイムで公表しています。

イ　工場等発生源の監視
特に県の大気環境に影響を及ぼすおそれのあ

る大規模工場１０工場に対しては、「宮城県大規
模発生源常時監視要綱」を制定し、燃料使用量、
二酸化硫黄濃度、窒素酸化物濃度等の連続測定
データを保健環境センターにテレメートし、常
時監視しています。

第４章　安全で良好な生活環境の確保

第１節　大気環境の保全

環境対策課

▲図２−４−１−１　宮城県内の大気汚染常時監視測定局等
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第２部　環境保全施策の展開

②　環境基準の達成状況
平成２１年度の環境基準の達成状況は、一酸化炭

素及び二酸化硫黄については、測定を実施してい
るすべての局で環境基準を達成しました。また、
浮遊粒子状物質については、年間にわたる測定結
果を評価する「長期的評価」では、すべての局で
環境基準を達成しましたが、時間ごとの測定結果
を評価する「短期的評価」ではほとんどの局で達

成できませんでした。光化学オキシダントについ
ては、昨年同様、測定をしているすべての局で環
境基準を達成できませんでした。二酸化窒素につ
いては、環境基準の上限値はすべての局で達成し
ましたが、下限値は自動車排出ガス測定局１局で
達成できませんでした。　有害大気汚染物質（ベン
ゼン等４物質）については、すべての局で環境基
準を達成しました。

▼表２−４−１−１　大気汚染に係る環境基準達成状況１

（１）　有効測定局：有効測定時間が６，０００時間以上の測定局をいいます。（光化学オキシダント、短期的評価は除く。）
（２）　長期的評価：測定値の１時間値の１日分の平均値についての１年分のデータから、値の高い方から２％の範囲にあるものを除外し、その中で

最高となった値を基準と照らし評価するものです。（１日平均値が２日以上連続して基準を超過する場合は環境基準不適合と判断します。）
（３）　短期的評価：測定値の日平均値及び１時間値又は８時間の１年分の全データを、基準と照らし評価するものです。
（４）　光化学オキシダントの評価：５時～２０時までの昼間の１時間値の１年分の全データを基準と照らして評価します。
（５）　９８％値評価：測定値の１時間値の１日分の平均値についての１年分のデータから、値の低い方から９８％の範囲内にあるデータの中の最高と

なった値を基準と照らし評価するものです。

二酸化窒素
NO２

光化学
オキシダント
Ox

浮遊粒子状物質
SPM

一酸化炭素
CO

二酸化硫黄
SO２

物　　質

評価方法

測　定　局

（５）
日平均値の９８%値

（４）（３）

短期的

（２）
長期的
日平均
値の２%
除外値

（３）

短期的

（２）
長期的
日平均
値の２%
除外値

（３）

短期的

（２）
長期的
日平均
値の２%
除外値

下限値
０．０４ppm

上限値
０．０６ppm

２７２７２７２８２８１１１２１２測　定　局

一般環境
大　　気
測 定 局

２７２７ ０ ４２７１１１２１１達　成　局
／／／／／／／／／────
２７２７２７２８２７１１１２１１有効測定局（１）
１００．０１００．００．０１４．３１００．０１００．０１００．０１００．０１００．０達成率（％）
１０１００９９３３１１測　定　局

自 動 車
排出ガス
測 定 局

９１００９３３１１達　成　局
／／／／／／／／────
１０１０９９３３１１有効測定局
９０．０１００．００．０１００．０１００．０１００．０１００．０１００．０達成率（％）
３７３７２７３７３７４４１３１３測　定　局

計
３６３７ ０ ４３６４４１３１２達　成　局
／／／／／／／／／────
３７３７２７３７３６４４１３１２有効測定局
９７．３１００．００．０１０．８１００．０１００．０１００．０１００．０１００．０達成率（％）

（ ） （ ） （ ）

▼表２−４−１−２　大気汚染に係る環境基準達成状況２

測　　　定　　　結　　　果

測定地点実　施
主　体地域分類 ジクロロメタンテトラクロロ

エチレン
トリクロロ
エチレンベンゼン

達成
状況

環境基準
１５０主/㎥

達成
状況

環境基準
２００主/㎥

達成
状況

環境基準
２００主/㎥

達成
状況

環境基準
３主/㎥

○０．５１○０．０２２○０．０２９○０．５３国設箟岳局１ 環境省
一 般 環 境 ○２．３○０．１１○０．３２○０．９２大河原合同庁舎２ 宮城県

○０．９１○０．１４○０．０３４○０．８８榴岡測定局（榴岡公園）３ 仙台市
○５．７○０．０７７○０．０４８○０．８６塩釜測定局（塩竈市役所）４ 宮城県

固定発生源周辺
○１．６○０．１０○０．０３３○０．８０中野測定局（中野小学校）５ 仙台市
○２．８○０．０６９○０．０３０○１．２名取自動車排出ガス測定局６ 宮城県

沿 道
○０．９９○０．０７５○０．０４４○１．４五橋測定局（市立病院）７ 仙台市

※１地点当たりの調査回数は１２回／年、各地点の測定結果は年平均値を示す。
　環境基準の達成状況については、「○」は達成を、「×」は非達成を示す。　
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

③　汚染物質の状況
ア　二酸化硫黄

二酸化硫黄は、石炭や重油などの燃料の燃焼
により排出されます。平成２１年度は、県内１３局
（一般環境大気測定局１２局、自動車排出ガス測
定局１局）で測定し、そのうち、有効測定時間
を満たした１２局のすべてで環境基準を達成しま
した。

イ　一酸化炭素
一酸化炭素は主に自動車排出ガスが発生源と
なっています。平成２１年度は、県内４局（一般
環境大気測定局１局、自動車排出ガス測定局３
局）で測定し、４局すべてで環境基準を達成し
ました。

ウ　浮遊粒子状物質
浮遊粒子状物質は、大気中に浮遊する粒子状
の物質で粒径が１０μｍ以下のものをいいます。
主に工場などからのばいじんやディーゼル車か
らの黒煙、土壌の飛散などがあります。
平成２１年度は、県内３７局（一般環境大気測定

局２８局、自動車排出ガス測定局９局）で測定し
ました。長期的評価では有効測定時間を満たし

▲図２−４−１−２　二酸化硫黄の年間平均値の推移

▲図２−４−１−３　一酸化炭素の年間平均値の推移

た３６局のすべてで環境基準を達成しましたが、
短期的評価では一般環境大気測定局４局を除
き、環境基準を達成できませんでした。
測定値が上昇した３月２１日は、仙台で黄砂が

観測された日と一致しており、環境基準が達成
できなかったのは、黄砂の影響によるものと考
えられます。

エ　光化学オキシダント・非メタン炭化水素
煙光化学オキシダント
光化学オキシダントは、窒素酸化物や炭化

水素等の原因物質が光化学反応を起こして生
成するものであり、オゾンを主成分とする汚
染物質の集合体です。
平成２１年度は、県内２７局中すべてで環境基

準を達成できませんでした。
なお、当年度は、０．１００芦以上の高濃度を観

測したのは、４月に１日、５月及び６月に各
２日の計５日であり、過去５年間の出現の最
多日数と同数でした。また、５月２１日午後７
時には、０．１３０芦の高濃度を観測しました。

年度

一般環境大気測定局
自動車ガス排出測定局
国設箟岳局（バックグラウンド）

0.000

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

0.006

0.007
ppm

H19 H20 H21H18H17H16H15H14H13H12H11

年度

ppm

自動車ガス排出測定局
国設箟岳局（バックグラウンド）

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

H19 H20 H21H18H17H16H15H14H13H12H11

▲図２−４−１−４　浮遊粒子状物質の年間平均値の推移

年度

mg/㎥

自動車ガス排出測定局
一般環境大気測定局

国設箟岳局（バックグラウンド）

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

H19 H20 H21H18H17H16H15H14H13H12H11

▲図２−４−１−５　光化学オキシダントの年間平均値の推移
年度

ppm

一般環境大気測定局

国設箟岳局（バックグラウンド）

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

H19 H20 H21H18H17H16H15H14H13H12H11
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第２部　環境保全施策の展開

大気汚染防止法第２３条の規定に基づく緊急時の
措置の対策として、「宮城県大気汚染緊急時対策
要綱」に基づき、関係市町村や関係機関との連絡
体制を整備し、硫黄酸化物、二酸化窒素及び光化
学オキシダントの３物質について緊急時には警報
や注意報を発令し速やかな広報等を行うこととし
ています。
また、光化学オキシダント濃度が高くなりやす

い春から秋にかけて仙台市管区気象台と光化学オ
キシダントに関する情報交換を行うとともに、関
係機関及び緊急時の協力工場への説明会、訓練等
を実施し、光化学オキシダントの発生が予想され
る４月１５日から９月３０日までの間は、８地域にお
いて予報体制をとりました。
光化学オキシダントの緊急時の発令について

は、平成１２年度以降は行われていないものの、平

成２１年度は、５月２１日午後７時に石巻局で０．１３０
芦という緊急時の発令レベルの高濃度が観測され
るなど、予断を許さない状況にあります。なお、
このときは、日没後であり、その後高濃度の状態
が継続されることはないと考えられたため、注意
報の発令は行いませんでした。
煙非メタン炭化水素
光化学オキシダントの生成防止のため、そ

の原因物質の一つとなる非メタン炭化水素の
環境上の指針値が設定されています。
平成２１年度については、県内７局（一般環

境大気測定局５局、自動車排出ガス測定局２
局）で測定しました。そのうち５局で指針値
を１日以上超過しており、特に自動車排出ガ
ス局で超過した日数が多い結果となりまし
た。

▲図２−４−１−６　二酸化窒素の年間平均値の推移

年度

ppm

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

H19 H20 H21H18H17H16H15H14H13H12H11

一般環境大気測定局
自動車ガス排出測定局
国設箟岳局（バックグラウンド）

オ　二酸化窒素
二酸化窒素は、工場での重油などの燃料の燃
焼や自動車排出ガス中の一酸化窒素と空気中の
酸素との反応により生成します。
平成２１年度では、県内３７局（一般環境大気測

定局２７局、自動車排出ガス測定局１０局）で測定
しました。二酸化窒素は環境基準が一定の幅で
示されています。その上限値については、すべ
ての局で環境基準を達成しましたが、下限値に

ついては、自動車排出ガス測定局１局を除くす
べての局で達成しています。

カ　有害大気汚染物質
有害大気汚染物質は、継続的に摂取される場

合には人の健康を損なうおそれのある物質で大
気汚染の原因となるものです。
有害大気汚染物質に該当する可能性のある物

質２３４物質のうち大気汚染による人への健康リ
スクがある程度高いとして環境省が指定等を
行った「優先取組物質」２２物質（平成８年１０月
１８日中央環境審議会答申）の中から、環境省が
測定方法を提示している１９物質（ダイオキシン
類を除く。）について、測定を行っています。平
成２１年度は、県内７地点（一般環境３地点、固
定発生源周辺２地点、沿道２地点）で測定しま
した。その結果、ベンゼン、トリクロロエチレ
ン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンは
すべての地点で環境基準を達成しました。ま
た、アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、

▼表２−４−１−３　光化学オキシダント予報等発令地域と対象市町村

対　　象　　市　　町　　村発令地域
 気仙沼市（旧唐桑町の区域を除く）の区域気仙沼
 登米市（旧東和町の区域を除く）の区域登　米
 栗原市のうち築館、若柳、高清水、一迫、瀬峰、志波姫の区域栗　原
 大崎市のうち鳴子温泉を除く区域、涌谷町、美里町及び加美町のうち合併前の中新田町の区域大　崎
 石巻市の区域のうち旧雄勝町、旧北上町、万石橋以東の半島部及び島しょを除く区域並びに東松島市の区域石　巻
 仙台市、塩釜市、多賀城市、七ヶ浜町、利府町、松島町、大郷町、富谷町、大和町及び大衡村の区域仙　塩
 名取市、岩沼市、亘理町及び山元町の区域岩　沼
 白石市、角田市、蔵王町、大河原町、村田町、柴田町及び丸森町の区域仙　南
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

▼表２−４−１−４　測定対象有害大気汚染物質と測定結果（年平均値）

基準（指針）値
（μg/㎥）

年平均値の範囲
（μg/㎥）

測定
地点数物質名物質種類基準等区分

３０．５３～１．４　７ベンゼン

炭 化 水 素 系環境基準設定物質
２０００．０２９～０．３２　７トリクロロエチレン
２０００．０２２～０．１４　７テトラクロロエチレン
１５００．５１～５．７　７ジクロロメタン
２０．００５６～０．１８　７アクリロニトリル

炭 化 水 素 系
指針値設定物質

１００．００７～０．０１６７塩化ビニルモノマー
１８０．１２～０．３３７クロロホルム
１．６０．０７５～０．２５　７１,２-ジクロロエタン
２．５０．０２２～０．２７　７１,３-ブタジエン
０．０４０．００１５～０．００２０７水銀及びその化合物

重 金 属 類
０．０２５０．００１１～０．００２６７ニッケル化合物
―１．２～２．１７アセトアルデヒド

ア ル デ ヒ ド 類

そ の 他 の 物 質

―２．２～３．１７ホルムアルデヒド
―０．０００４９～０．００１７　７ヒ素及びその化合物

重 金 属 類
―０．００００１３～０．０００８０　７ベリリウム及びその化合物
―０．００６９～０．０３５　７マンガン及びその化合物
―０．００１４～０．００７５　７クロム及びその化合物
―０．００００３８～０．０００２５　７ベンゾ[a]ピレン多 環 芳 香 族 類
―０．０２２～０．０８６７酸化エチレンそ の 他

水銀及びその化合物、ニッケル化合物、クロロ
ホルム、１，２－ジクロロエタン、１，３－ブタジ
エンは、すべての地点で指針値（健康リスクの

低減を図るための指針となる数値）を下回って
いました。
　

キ　その他の物質
煙アスベスト
環境中のアスベスト大気濃度について調査

を実施しており、平成２１年度は、道路沿線地
域、商工業地域、住居地域、農業地域及び内
陸山間地域で環境大気中のアスベスト濃度を
測定しました。

その結果、全ての地域で特に高い濃度は見
られず、大気汚染防止法に定められた「特定
粉じん（アスベスト）発生施設」を設置して
いる事業場の敷地境界における基準（１０本/
Ｌ）と比較しても低い値でした。
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第２部　環境保全施策の展開

▼表２−４−１−５　平成２１年度アスベスト大気濃度調査結果

幾何平均値
（本/Ｌ）

最大値
（本/Ｌ）

最小値
（本/Ｌ）

測定
データ数地点数地域数地　　域　　分　　類

０．１８０．３４０．１１１２２１道路沿線地域飛散懸念地域
０．１７０．４５<０．０６４８１０５商工業地域

一 般 環 境
０．２３０．４５０．１１２４４２住宅地域
０．１００．６８<０．０６１２４２農業地域
<０．０６<０．０６<０．０６６２１内陸山間地域

※　この調査結果は、宮城県及び仙台市が県内で実施した結果の集計です。
※　アスベスト大気濃度の分析方法は、宮城県は分散染色法により実施し、仙台市は光学顕微鏡法により実施しています。
※　アスベストが検出されなかった場合（＜０．０６本／Ｌ）は、０．０６本／Ｌとして幾何平均値を算出しています。全ての測定でアスベストが検出され
なかった場合（＜０．０６本／Ｌ）は、幾何平均値も＜０．０６本／Ｌとしています。

ク　酸性雨
酸性雨とは、大気中の硫黄酸化物や窒素酸化物

が取り込まれ、pH（水素イオン濃度指数）が５．６
以下となった酸性の雨をいい、原因物質の排出源
としては、工場や自動車からの排ガスなどがあり
ます。
平成２１年度は、酸性雨の状況とその影響を把握

するため、県内１ケ所の定点で降雨のｐＨの調査
を行いました。
pHの年平均値は４．８２であり、昨年度よりわず
かに高くなりました（平成２０年度　４．７４）。
酸性雨については、これまでの調査で以下のこ

とが分かっています。

▼表２−４−１−６　 酸性雨調査結果（平成２１年度）

pH（水素イオン濃度指数）
平　均最　小最　大
４．８２４．０８５．８９涌　  谷

▲図２−４−１−７　酸性雨の年間平均値の推移

（ｐH）

H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 年度
4.0

4.2

4.4

4.6

4.8

5.0

5.2

5.4

5.6

5.8

6.0

仙台
涌谷
丸森
大河原

煙本県でも酸性雨が全県的かつ定常的に観測さ
れていること
煙県内の降雨の酸性度は、全国の平均的なレベ
ルであること
煙湖沼や土壌への影響は、現在のところ認めら
れていないこと

２　安全な大気環境を目指して講じた施策
①　工場・事業場対策
工場・事業場に設置されているばい煙・粉じん

発生施設等に対しては、大気汚染防止法及び県の
公害防止条例において、排出基準等が設けられ、
規制が行われています。
これらの規制を受ける工場・事業場に対しては、

定期的に煙道排出ガスの行政検査、立入検査を実
施し、自主測定の実施状況を把握し排出基準超過
の有無等を調査するとともに、燃焼管理や設備の
改善、良質燃料への転換等を指導しています。
また、大規模発生源を有する工場とは、公害防

止に関する協定や覚書を締結し、硫黄酸化物の年
間・時間排出量を設定するなど厳しい指導を行っ
ています。
大気汚染防止法に基づく施設は、ばい煙発生施

設が４，３１０施設であり、その７２．６％をボイラーが
占めており、次いで、ディーゼル機関、ガスター
ビン、乾燥炉、廃棄物焼却炉の順になっています。
施設数は昨年度から減少しています。
また、一般粉じん発生施設は、６５１施設となって

おり、わずかに昨年度から減少しています。
揮発性有機化合物（VOC）排出施設は，主に塗

装や印刷の乾燥施設などで、県内における施設数
は３８施設となっており、わずかに昨年度から減少
しています。

※涌谷 ： 国設崑岳大気環境測定局



第
　
二
　
部

環
境
保
全
施
策
の
展
開

安
全
で
良
好
な
生
活
環
境
の
確
保

57

第４章　安全で良好な生活環境の確保

▼表２−４−１−７　ばい煙・粉じん発生施設設置届出状況（法律に基づくもの）

平成２１年度末現在の届出施設数平成２０年度
末現在の
届出施設数

平成１９年度
末現在の
届出施設数

施設名別表
番号 計

関係法令の相当規定による届出大気汚染
防止法の届出 鉱山に係る施設ガス工作物電気工作物

３，１３１（１，１２６）（　　　）４（　　４）２７（　　６）３，１００（１，１１６）３，１３５３，１７１ボイラー１

ば
い
煙

４１（　　５）（　　　）（　　　）（　　　）４１（　　５）４９４９金属加熱炉６

４５（　　　）１（　　　）（　　　）（　　　）４４（　　　）５８５２窯業用焼成炉・溶融炉９

１００（　　８）２（　　２）（　　　）（　　　）９８（　　６）９４９２乾燥炉１１

８９（　　１８）（　　　）（　　　）（　　　）８９（　　１８）９３９５廃棄物焼却炉１３

２３０（　１５４）（　　　）（　　　）２２０（　１５１）１０（　　３）２２６２１８ガスタービン２９
５６３（　２８６）（　　　）１（　　１）５０５（　２６２）５７（　　２３）５５８５６９ディーゼル機関３０
（　　　）１７（　　　）３（　　３）２５（　　１７）６６（　　２６）１２１１２２その他

４，３１０（１，６４０）２０（　　２）８（　　５）７７７（　４３６）３，５０５（１，１９７）４，３３４４，３６８施　　設　　数　　合　 計
２，００３（　７５２）－－－－１，９７９２，００５工　 場 ・ 事　 業　 場　 数
１３０（　　８）１５（　　　）（　　　）１（　　　）１１４（　　８）１３３１３５鉱物又は土石の堆積場２

一
般
粉
じ
ん

３１４（　　４５）（　　　）（　　　）（　　　）３１４（　　４５）３３５３３７ベルト・バケットコンベア３

１３９（　　１３）（　　　）（　　　）（　　　）１３９（　　１３）１４０１５０破砕機・摩砕機４

６８（　　６）（　　　）（　　　）（　　　）６８（　　６）６８６３ふるい５

６５１（　　７０）１５（　　　）（　　　）１（　　　）６３５（　　７０）６７６６８５施　　設　　数　　合　 計

１２６（　　１１）－－－－１２５１３２工　 場 ・ 事　 業　 場　 数

９（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）９（　　　）９９塗装の乾燥施設３

V
O
C

１３（　　３）（　　　）（　　　）（　　　）１３（　　３）１８２０接着の乾燥施設４

８（　　５）（　　　）（　　　）（　　　）８（　　５）９９印刷（グラビア）の乾燥施設７

８（　　２）（　　　）（　　　）（　　　）８（　　２）５５その他

３８（　　１０）    （　　　）     （　　　） （　　　）  ３８（　　１０ ）４１４３施　　設　　数　　合　 計

１４（　　３）－－－－１３１２工　 場 ・ 事　 業　 場　 数

    ０（　　０）    （　　　）     （　　　）    （　　　）    （　　　）００施　　設　　数　　合　 計特
定
粉
じ
ん ０（　　０）－－－－００工　 場 ・ 事　 業　 場　 数

（注）　（　　）内は仙台市分、内数

▼表２−４−１−８　ばい煙・粉じん発生施設設置届出状況（条例に基づくもの）

平成２１年度末
現在の届出施設数

平成２０年度末
現在の届出施設数

平成１９年度末
現在の届出施設数施　　　設　　　名別表

番号
４（　１）４４石油精製用廃ガス処理施設２

ば
い
煙

２６（　０）２６２６合成樹脂用反応施設・熱処理施設４
３０（　１）３０３０施　　設　　数　　合　　計
１０（　１）１０１０工　場　・　 事　業　場　数
３３（　１０）３３３３チップ等堆積場１

粉
じ
ん

１６５（　２１）２５６２６７打綿機２
１９８（　３１）２８９３００施　　設　　数　　合　　計
１３１（　２３）１８１１８９工　場　・　 事　業　場　数

（注）　（　　）内は仙台市分、内数

▼表２−４−１−９　工場・事業場立入検査及び行政上の措置状況

仙　　台　　市　　実　　施宮　　城　　県　　実　　施区分

行政指導改善
勧告等件数

使用燃料
検査件数

煙道検査
施設数

立入検査
施設数

立入検査
事業場数

行政指導改善
勧告等件数

使用燃料
検査件数

煙道検査
施設数

立入検査
施設数

立入検査
事業場数年度

１０５２４９１２８２０１３４６６１５９２１
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第２部　環境保全施策の展開

②　自動車交通環境負荷低減対策
ア　自動車交通環境負荷低減計画の進行管理

平成１９年３月に策定された「宮城県自動車交
通環境負荷低減計画」を推進するため、宮城県
自動車交通公害対策推進協議会幹事会を開催
し、関係機関による施策の実施状況を把握する
とともに、目標の達成状況について検討し、計
画の進行管理を行いました。

イ　自動車交通騒音実態調査事業
主要幹線道路沿道における自動車交通騒音の
実態を広域的に調査・解析・評価するため、自
動車交通騒音実態調査を実施しました。

ウ　エコドライブ運動推進事業
自動車交通による環境負荷の低減を効果的に
推進するためには、県民の理解と協力が必要で
あることから、やさしい発進やアイドリングス
トップ等の実践を促す「エコドライブ運動」を
県民運動として展開しています。平成２１年度に
は、次の事業を展開しました。
煙県庁行政庁舎の放送
１１月（エコドライブ推進月間）に県庁行政
庁舎にて，エコドライブを呼びかける庁内放
送を行いました。
煙大型ビジョンＣＭの放送
クリネックススタジアム宮城の大型ビジョ

ンにおいてエコドライブに関する大型ビジョ
ンＣＭを放映し、映像と音声による普及啓発
を行いました。
煙エコドライブセミナーの開催
事業者・団体からの申込みにより出前講座

を実施し、エコドライブの効果や操作方法に
ついて説明し、エコドライブ実践の普及を図
りました。
煙エコドライブ普及ビデオの放映
運転免許更新時講習にエコドライブ普及Ｄ

ＶＤを放映しました。
煙自動車税納税通知書へのＰＲ公告
自動車税納税通知書にエコドライブに関す

るＰＲを掲載しました。

煙エコドライブ宣言ステッカーの配布
「みやぎのｅ行動宣言」を活用し，エコドラ
イブに関する項目を含んで宣言した方のう
ち，希望者にエコドライブ宣言ステッカーを
配布しました。

③　アスベスト対策
アスベストによる健康被害が全国的な問題と

なったことから、従前から実施している環境大気
中のアスベスト濃度測定や大気汚染防止法に基づ
くアスベスト除去事業者の監視指導に加え、労働
基準監督署及び土木事務所等と連携し、大気汚染
防止法の届出のない解体工事現場に対するパト
ロールを実施し、違法解体工事の実態把握に努め
ました。
なお，平成２１年度の大気汚染防止法に基づく特

定粉じん排出等作業の実施件数は２１８件（うち仙台
市１５９件）でした。
また、庁内関係各課で構成する「アスベスト対

策庁内連絡会議」を開催し、アスベスト関連情報
の共有化を図るとともに、県有施設のアスベスト
対策の検討を行いました。

エコドライブ宣言ステッカー
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

２　さわやかな大気環境の保全
環境対策課

１　悪臭の現状
悪臭の発生源としては、クラフトパルプ製造工

場、石油精製工場等の工業分野のほか、漁港付近
の魚腸骨処理場をはじめとした飼料・有機質肥料
製造工場、農村部に多く立地している畜舎及び家
畜ふん尿を原料とする強制発酵施設が本県では特

徴的ですが、さらにサービス業、ごみ集積場、排
水路、個人住宅の浄化槽等、日常生活と切り離せ
ないものを含め多種多様です。
平成２１年度における悪臭苦情の発生件数は２０５

件で、前年度（２９５件）より減少しています。

▲図２−４−１−８　 宮城県における悪臭苦情件数の推移

年度H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H21H20
0

100

200

300

400

500

600

苦　

情　

件　

数 197
227 241 249 240

197
245

304
275

351
401

494

403

335

204 205
236

265
295

（件）

苦情を内容別にみると、法施行地域内では、
サービス業に係るものが最も多く、次いで食料品
製造工場に係るものが多くなっています。このほ
か、畜産農業、飼料・肥料製造工場、野外焼却に

係る苦情も引き続き発生しています。
その他の地域では、農業に係る苦情が最も多

く、次いで建設業、サービス業に係る苦情が多く
なっています。

▲図２−４−１−９　法施行地域内業種別悪臭苦情割合
（平成２１年度）

▲図２−４−１−１０　法施行地域外業種別悪臭苦情割合
（平成２１年度）
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第２部　環境保全施策の展開

２　さわやかな大気環境を目指して講じた
施策

①　工場・事業場対策
「悪臭防止法」、「公害防止条例」、「宮城県悪臭公
害防止対策要綱」を適用し、地域又は施設を指定

ア　悪臭防止法
悪臭防止法では、知事が生活環境を保全する
必要があると認める地域を規制地域として指定
するとともに規制基準を設定し、管轄する市町
村が規制・指導にあたることとされています。
本県では昭和４８年６月に仙台市、石巻市、岩

沼市等の３市２町を含む３地域を規制地域とし
て定め、５物質の規制基準を設定しました。

その後、法施行令の改正により、昭和５１年に
３物質、平成元年に４物質が追加指定されたこ
とから、平成４年４月に規制地域を９市２町
（仙台市を除く県内全市（当時）、亘理町及び
七ヶ浜町）に拡大するとともに、悪臭物質を５
物質から１２物質に追加指定しました。さらに、
平成６年４月に敷地境界及び排出口について１０
物質、平成７年４月に排出水について４物質が

▼表２−４−１−１０　 宮城県における法律・条例・要綱に基づく規制状況

することにより悪臭発生防止に努めています。

仙台市悪臭対策指導要綱宮城県悪臭公害防止対策要綱公　害　防　止　条　例悪　臭　防　止　法
嗅覚測定による臭気濃度規制嗅覚測定による臭気強度指導嗅覚測定による臭気指数規制嗅覚測定による臭気指数規制規制等の手法
仙台市内全域県内全域県内全域（ただし、悪臭防止法

規制地域を除く）
仙台市、石巻市、塩竈市、気仙
沼市、白石市、名取市、角田市、
多賀城市、岩沼市、大崎市、亘
理町及び七ヶ浜町の一部地域

規制地域

全業種日本標準産業分類の大分類の
次の業種
イ　農業
ロ　建設業
ハ　製造業
ニ　卸売業、小売業
ホ　電気・ガス・水道・熱供給
業

ヘ　サービス業
上記の施設及び作業には、廃

棄物（排せつ物）を含むものと
する

イ　飼料又は有機質肥料の製造
の用に供する施設で次に掲げ
るもの（原料として、魚腸骨、
鳥獣骨、フェザー又はこれら
のソリュブルを使用するもの
に限る）
イ原料置場
ロ原料処理加工施設
ハ真空濃縮施設
ニ乾燥施設
ホ脱臭施設
ロ　有機質肥料の製造の用に供
する施設で次に掲げるもの
（イの項に掲げるものを除く）
イ原料置場
ロ原料処理加工施設
ハ強制発酵施設
ニ乾燥施設
ホ脱臭施設

規制地域内の全工場・事業場規制対象

仙台市宮城県、規制地域を管轄する仙
台市を含む１０市２町

宮城県、仙台市規制地域を管轄する仙台市を含
む１０市２町

規制指導
の主体

敷地境界線における基準
臭気濃度　１０
排出口の高さ等に応じて以下の
範囲で４区分

臭気濃度　３００～２，０００

測定法　三点比較式臭袋法

敷地境界線上において
臭気強度　１.８

測定法　三点比較式臭気採点法

（単位　臭気指数）
　
　

測定法：三点比較式臭袋法
注）仙台市では特定悪臭物質として法で定められた全２２物質に
よる規制指導

規制基準

無臭０

やっと感知できるに
おい  １

何のにおいであるか
がわかる弱いにおい２

らくに感知できるに
おい ３

強いにおい４

強烈な臭い５

排出水排　出　口敷地境界線

臭気指数３１

悪臭防止法第４条第２項に定め
る規制基準を基礎として、悪臭
防止法施行規則第６条の２に定
める方法により算出した臭気排
出強度又は臭気指数

臭気指数１５
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

それぞれ法施行令改正により追加指定されまし
た。これを受け、県における悪臭物質の追加指
定について検討するため、県内の事業場におけ
る使用実態と臭気発生状況を調査しましたが、
平成７年４月の法改正により臭気指数規制が併
用（平成１３年４月から完全施行）されたことか

ら、県は臭気指数規制へ移行することとし、平
成１５年１０月から規制地域の一部拡大と嗅覚測定
法による規制手法を導入しました。
なお、仙台市では特定悪臭物質として法で定

められた全２２物質による規制指導を行っていま
す。

イ　宮城県公害防止条例
本県における悪臭公害は、昭和３０年代後半か
ら苦情が急増し、昭和４０年までは主として沿岸
地域の水産加工場から排出される魚介類残さの
乾燥工程から発生する悪臭に対する苦情が、全
公害苦情件数の４０％を占めていました。この問
題を解決するため、昭和４０年１０月２０日に制定さ
れた公害防止条例において、全国に先駆けて魚
腸骨処理場及び化製場の排出口に対して規制基
準を設定しました。
その後、昭和４６年３月１８日の条例全面改正に

より規制基準等が見直され、昭和５８年１２月２３日

▲図２−４−１−１１　悪臭防止法に基づく指定地域所在市町村

▼表２−４−１−１１　悪臭防止法に基づく行政指導の状況

処分件数改善勧告件数行政指導件数測定件数立入検査件数年度
００６１２１５７平成１７年度
００３５０　４６平成１８年度
００３００　３７平成１９年度
００３９０　７３平成２０年度
００２１０　３４平成２１年度

には条例施行規則の一部を改正し、五点比較式
臭袋法を採用するとともに、臭気指数による規
制に改め、特定施設については飼料又は有機質
肥料製造事業場に限定しました。
さらに、県内一律の規制方式を採用する必要

があることから、法に合わせて「三点比較式臭
袋法」を採用するとともに規制基準を改正し、
平成１６年４月から施行しました。
条例に基づく特定施設は、平成２１年度末現

在、魚腸骨処理場等１工場（１施設）、これ以外
の飼料・有機質肥料製造工場１６５工場（３０８施設）
となっています。
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第２部　環境保全施策の展開

▼表２−４−１−１２　公害防止条例に基づく悪臭特定施設設置工場・事業場数

計
特定施設設置工場・事業場数

市町村名No.
有機質肥料製造工場魚腸骨処理場等

（　１１）８（　１１）８ 仙台市１
（　２１）１２（　２１）１２ 石巻市２

塩竈市３
（　３）２（　３）２ 気仙沼市４
（　１５）８（　１５）８ 白石市５
（　４）１（　４）１ 名取市６
（　１）１（　１）１ 角田市７

多賀城市８
（　４）２（　４）２ 岩沼市９
（　４１）２７（　４１）２７ 登米市１０
（　２４）１４（　２４）１４ 栗原市１１
（　４）２（　４）２ 東松島市１２
（　４０）２０（　４０）２０ 大崎市１３
（　２５）１０（　２５）１０ 蔵王町１４
（　１）１（　１）１ 七ヶ宿町１５
（　１）１（　１）１ 大河原町１６
（　４）２（　４）２ 村田町１７

柴田町１８
（　１３）１０（　１３）１０ 川崎町１９
（　２２）１０（　２２）１０ 丸森町２０

亘理町２１
（　４）２（　３）１ １（　１）山元町２２
（　２）２（　２）２ 松島町２３

七ヶ浜町２４
（　２）１（　２）１ 利府町２５
（　５）１（　５）１ 大和町２６
（　１１）３（　１１）３ 大郷町２７
（　４）２（　４）２ 富谷町２８
（　５）１（　５）１ 大衡村２９
（　６）２（　６）２ 色麻町３０
（　１１）５（　１１）５ 加美町３１
（　１７）１０（　１７）１０ 涌谷町３２
（　１）１（　１）１ 美里町３３

女川町３４
（　７）５（　７）５ 南三陸町３５
（３０９）１６６（３０８）１６５ １（　１）計

　　　　悪臭防止法による規制地域所在市町村
＊石巻市、塩竈市、気仙沼市の魚腸骨処理場等については、平成１５年１０月１日に悪臭防止法に基づく規制地域
の一部拡大により、公害防止条例の特定施設から除外された。

（　）内の数は特定施設数

▼表２−４−１−１３　公害防止条例に基づく措置等

措置の合計処分件数改善勧告件数行政指導件数測定件数立入検査件数年度
１１００１１６３７平成１７年度
１５００１５９３５平成１８年度
９００９１２３５平成１９年度
１４０４１０１５５０平成２０年度
８０１７１６５２平成２１年度
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

ウ　宮城県悪臭公害防止対策要綱
悪臭防止法又は公害防止条例の規制対象とな
らない施設等の悪臭問題については、同要綱に
よる改善指導を行い、多岐にわたる悪臭苦情に

対応しています。
この要綱では、臭気測定法として三点比較式

臭気採点法を採用し、臭気強度による規制基準
を敷地の境界線について設定しています。

▼表２−４−１−１４　悪臭防止法及び公害防止条例以外の行政指導の状況

改善勧告件数行政指導件数立入検査件数年度
０１７０２０４平成２０年度
０８４１１７平成２１年度

エ　畜産臭気対策
悪臭防止法又は公害防止条例の規制を受けな
い畜舎、堆肥舎等から発生する臭気について
は、「宮城県悪臭公害防止対策要綱」による指導
を実施しています。
家畜ふん尿は適正な処理を行うことにより悪

臭や水質汚濁等の環境への負荷が低減できるこ
とから、関係機関との連携を取りながら畜産農
家等への指導を行っています。

②　大気環境教育の推進
大気の状態を普段目で見て確かめることは難し

いため、環境省及び財団法人日本環境協会におい
ては、昭和６３年度から星空を観察することを通じ

て大気環境の状態を調査する全国星空継続観察
（スターウォッチング・ネットワーク）を夏期と冬
期の２回実施しています。本県からは、平成２１年
度においては夏期５団体・冬期４団体が参加しま
した。
近年、都市の規模が大きくなるにつれて人工光

により星空を観察しにくくなる等の「光害」が新
たな問題として注目されています。環境省等にお
いて平成１０年３月に「光害対策ガイドライン」を、
平成１２年６月には「地域照明環境計画策定マニュ
アル」を策定し、良好な照明環境に向けた取組を
実施しています。


